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優良ＰＴＡ（個人・団体）表彰の申請について 

 
 梅雨の候、皆様にはますますご健勝のことと存じます。 
 平素は下関市ＰＴＡ連合会の活動に、ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げま
す。 
 さて、本年度も、ＰＴＡの振興発展に貢献し、その功績が顕著な者（団体）および児
童生徒の福祉増進のために尽力し他の模範となる者（団体）を表彰するため、該当者（団
体）につきまして、「下関市ＰＴＡ連合会 細則：表彰規程」をご参照いただき、別紙の
表彰申請書にご記入（ご入力）いただき、９月３０日（水）必着にて、市Ｐ連事務局に
メールまたは逓送またはＦＡＸにてご提出ください。 
 ● メール：jimukyoku@s-pta.net  ● 逓送（教育センター内の市Ｐ連事務局宛） 
 ● FAX：083-963-4993 ＜083からダイヤルしてください＞ 
 
 ご提出いただいた申請書は、１０月１３日（火）に開催する第３回市Ｐ連役員会にて
選考委員会を開催して選考し、山口県ＰＴＡ連合会に推薦し、承認をいただきます。 
 なお、表彰につきましては、例年であれば「下関市 幼稚園・小学校・中学校ＰＴＡ研
修会」にて行っていますが、本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、この研
修会を開催しないため、現時点では表彰式の開催については未定です。今後協議してま
いります。表彰式を開催することができれば、被表彰者には表彰式へのご案内をご本人
宛に送付させていただきます。 
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 
※個人表彰基準（下関市ＰＴＡ連合会 細則：表彰規程より抜粋） 

 (1) 単位ＰＴＡの会長または副会長を４年以上務め、ＰＴＡの振興発展に貢献し、その功績が顕著で他 

  の模範となる者で、本年度の役員交代で退任された者。 

 (2) 本会の理事として２年以上務め、ＰＴＡの振興発展に貢献し、その功績が顕著で他の模範となる者 

  で、本年度の役員交代で退任された者。 

 (3) その他、本会の振興発展、児童生徒の健全育成、学校・家庭・地域の連携や教育等に寄与した者で、 

  選考委員会において認められた者。 
 



 

下関市ＰＴＡ連合会 細則：表彰規程 
 
第１条（表彰の目的） 
 本規程は、ＰＴＡの振興発展に貢献しその功績が顕著な者および児童生徒の福祉増進のために尽 
力し他の模範となる者を表彰し、本市教育の向上と文化の振興発展に寄与することを目的とする。 

 
第２条（被表彰者） 
  被表彰者は、山口県ＰＴＡ連合会に所属する本会の個人（退任者を含む）または団体とする。 
 
第３条（表彰の範囲） 
 （１）ＰＴＡの使命遂行に尽力し、教育の発展に貢献し、その功績が顕著な者。 
 （２）児童生徒の福祉増進のために尽力し、他の模範となる者。 
 （３）その他、表彰に値すると認める業績または行いがあった者。 
 
第４条（表彰の方法） 
  表彰は表彰状または感謝状を授与して行う。 
 
第５条（表彰の時期） 
  表彰は下関市幼稚園・小学校・中学校ＰＴＡ研修会で行う。但し、事情によっては臨時にこれを 
 行うことができる。 
 
第６条（表彰の手続き及び表彰者数） 
 （１）表彰の手続きは、次の通りとする。 
   個人・団体表彰は、各ブロックより本会に表彰申請書を提出し、選考委員会で選考の上、決定 

する。 
 （２）本会は、所定様式により山口県ＰＴＡ連合会に被選考者を通知する。 
 （３）表彰者数については、山口県ＰＴＡ連合会表彰規程に定められた数とする。 
 
第７条（選考委員会） 
  選考委員会は、役員会をもってあてる。 
 
第８条（選考の基準） 
  選考の基準は、第３条（１）（２）（３）に基づいて別に定めることができる。 
 
第９条（個人表彰基準） 
  個人表彰の基準は第８条に基づき次のとおりとする。 
 （１）単位ＰＴＡの会長または副会長を４年以上務め、ＰＴＡの振興発展に貢献し、その功績が顕 
   著で他の模範となる者で、本年度の役員交代で退任された者。 
（２）本会の理事として２年以上務め、ＰＴＡの振興発展に貢献し、その功績が顕著で他の模範と 
  なる者で、本年度の役員交代で退任された者。 

 （３）その他、本会の振興発展、児童生徒の健全育成、学校・家庭・地域の連携や教育等に寄与し 
   た者で、選考委員会において認められた者。 
 
第１０条（規程の改正） 
  本規程の改正は、役員会にて協議、決定し、総会で報告する。 
 
（付則） 
  本規程は、平成１８年 ５月２０日より施行する。 
       平成２０年 ６月 ３日 一部改正 
 

 


